
業 務 委 託 設 計 書

施 行 年 度
令和３(2021)～

令和７（2025）年度

契　　約　　番　　号
伊賀市

2021000755

業 務 委 託 名 消防用設備等点検業務委託（上野地区）
設　計　番　号

　

履 行 場 所 伊賀市　寺田　他　地内
設計・積算年月日

令和3年6月29日

業 種 保守点検業務―消防用設備点検
積算者 検算者

設 計 金 額 -¥ 円　　内消費税相当額 円

履 行 期 間 　　契約締結日から令和８年3月31日まで

業　　　務　　　の　　　大　　　要 委託の執行理由

伊賀市

伊賀市上野地内の防火対象物（一般会計分）に設置されている消防用設備点検（機器点

検及び総合点検）、防火対象物点検を一括して行う業務（対象　19施設、うち１施設が

防火対象物点検対象）

【業務内容】

・消防用設備点検

　機器点検　一式（1回／年）夏季、総合点検（機器点検含む）一式（1回／年）冬季

　ただし、非常電源（自家発電用設備）における点検は、無負荷運転の範囲とし「消防

用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定め

る件」（昭和50年消防庁告示第14号）別表第24第２項（６）に規定する運転性能の維持

に係る予防的な保全策を講じ、当該保全策を講じていることを示す書類を添付すること

とする。

　また、浄化センター第２処理場については自動火災報知設備受信機の入れ替えを実施

予定のため、対象機器について令和３年度は総合点検のみの実施とする。

・防火対象物点検　一式（1回／年）機器点検もしくは総合点検と同時点検

・点検報告書作成　一式（正副２部およびＰＤＦデータの作成および提出）

・点検結果不具合箇所一覧表作成　一式（電子データでの提出）

【点検対象】

①消防用設備点検

・対象施設　仕様書別紙　消防用設備点検　対象物件一覧表のとおり

・対象設備　仕様書別紙　消防用設備点検　対象物件設置消防用設備一覧表のとおり

②防火対象物点検

・対象施設　仕様書別紙　防火対象物点検対象一覧表のとおり

市内公共施設のうち防火対象

物については消防法第１７条

３の３にて消防用設備の定期

的な点検の実施と、その結果

の消防署長への報告が義務付

けられています。また一定条

件以上の特定防火対象物等に

ついては有資格者（防火対象

物点検資格者）による防火対

象物点検の実施が消防法で義

務付けられています。

前年度まで各施設管理課にお

いて執行していた上記法定点

検業務について仕様の統一化

及び事務手続きの集約・省力

化を図るためこの度各施設を

一括複数年契約で執行するも

のです。
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-　1　-

業務委託費計
式

消費税及び地方消費税相当額
式

1

第　０００１　号　代価表

1

業務価格
式

業務委託費

伊賀市

設　計　内　訳　書
費用　　工種　　種別　　細別 単位 数　　量 単　　位 金　　額 摘　　　　要



第 0001　号　　代価表　
　1　　式

名　称　　　　　　　規　格 単位 数　　量 単　　位 金　　額 摘　　　　要

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

リバティなかせ兼教育センター

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

寺田市民館および寺田教育集会所

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

成瀬平馬家長屋門

芭蕉翁記念館
年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

上野図書館

年

一括発注対象：

年

令和４～７年度

消防用設備点検（機器、総合　一式） 4

しろなみ児童館

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

八幡町市民館

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

久米町市民館

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

木興町市民館

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

消防本部・伊賀消防署

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

伊賀消防署西分署

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

島ヶ原地区市民センター

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

島ヶ原支所

治田ふれあいプラザ
年

一括発注対象：

消防用設備点検（機器、総合　一式） 3

令和３～５年度

- 1 -



第 0001　号　　代価表　
　1　　式

名　称　　　　　　　規　格 単位 数　　量 単　　位 金　　額 摘　　　　要

年

一括発注対象：

令和３～５年度

防火対象物点検 3

治田ふれあいプラザ

伊賀市浄化センター　し尿処理施設（第二処理場）
年

自動火災報知設備受信機に

ついて機器の入替を実施予

定のため令和3年度は総合

点検のみ対象。消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

さくらリサイクルセンター管理棟
年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

さくらリサイクルセンター工場棟
年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

さくらリサイクルセンター資源棟

伊賀市斎苑
年

消防用設備点検（機器、総合　一式） 5

業務価格計

- 2 -



消防用設備等点検業務委託共通仕様書 

 

１．目的 

 本仕様書は、伊賀市（以下「甲」という。）が、発注する消防用設備等点検業務委託に係る委託契約

書および設計図書の内容について統一的な解釈および運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、

契約の適正な履行を図るため定めるものとする。 

 

２．法の遵守 

甲及び受託者（以下「乙」という。）は、本業務の遂行にあたって関係法令を遵守するものとする。 

 

３．業務の内容 

乙は、甲の指定した防火対象物（以下「対象物件」という。）の消防用設備等について消防法等関係

法令および告示等の定めるところにより点検業務を実施する。なお、業務に実施にあたっては、以下の

資格を有する技術員を派遣または資格を有する技術員の監督のもと、安全対策を講じた上で次のとおり

点検業務を履行することとする。 

 

 １）点検対象施設および点検対象設備等 

   ①消防用設備点検 

 ・点検対象施設 別紙 消防用設備点検 対象物件一覧表のとおり 

 ・点検対象設備 別紙 消防用設備点検 対象物件設置消防用設備一覧表のとおり 

ただし、非常電源（自家発電用設備）における点検は、無負荷運転の範囲とし「消防用設備

等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」（昭和

50年消防庁告示第14号）別表第24第２項（６）に規定する運転性能の維持に係る予防的な保全

策を講じ、当該保全策を講じていることを示す書類を添付することとする。 

②防火対象物点検 

 ・点検対象施設 別紙 防火対象物点検対象一覧表のとおり 

・点検対象項目 別紙 防火対象物点検対象項目一覧表のとおり 

 

 ２）技術要件等 

   ①消防用設備点検 

消防設備士（甲種または乙種）または消防設備点検資格者（第１種および第２種）。 

   ②防火対象物点検 

    防火対象物点検資格者免状の交付を受けている者。 

 

 ３）点検回数および実施時期 

    点検回数および実施時期については以下のとおりとする。作業の実施に際して、乙は甲並びに

対象物件の管理規則を遵守するとともに、事前にその対象物件および設備を管理する管理者と協

議し日程調整を行うこととする。 

   ①消防用設備点検 

    機器点検 一式（１回／年）夏季、総合点検 一式（１回／年）冬季 

    ただし、浄化センター第２処理場については自動火災報知設備受信機の入れ替えを実施予定の

ため、対象機器について令和３年度は総合点検のみの実施とする。 



   ②防火対象物点検  

一式（１回／年）、実施時期については①の機器点検もしくは総合点検と同時期とする。 

４）点検結果の報告 

   乙は点検の実施ごとに、各対象物件の点検実施日および点検委託料を一覧にし、業務完了報告書

を伊賀市管財課へ提出するものとする。 

   また、以下の成果物を統一の様式を用いて点検の実施および対象物件ごとに作成し、提出するも

のとする。 

①点検報告書（正副２部およびPDFによる電子データ） 

・正副２部については製本の上、対象物件の防火管理者に提出する。 

   ・PDFデータについては「実施年度 対象物件名 点検区分（機器、総合または防火）.pdf」で

ファイルを作成し、取りまとめてメディア（CD-ROMもしくはDVD-ROM）にて伊賀市管財課に

提出する。 

②点検結果不具合箇所一覧表 一式（電子データ提出） 

・不具合のあった箇所全てについて不具合の内容および改善方法が分かるようにし、写真、位置

図を添付のうえ、取りまとめてメディア（CD-ROMもしくはDVD-ROM）にて伊賀市管財課に

提出する。 

 

５）改修・修理及び部品交換等 

乙は本点検の結果、機能の不備を認めた場合、又は法令の基準に不適合の場合は対象物件の防火

管理者に報告し、承認を得た後、改修・修理及び部品交換等を行う。 

なお、工事を伴わない小修理については本委託契約の範囲内とする。 

 

６）費用の負担 

点検に要する費用は乙の負担とする。但し次に掲げる費用は甲の負担とする。 

（１）改修・修理及び部品交換の作業を実施した時。但し、乙の責に帰すべき事由の場合は除く。 

（２）甲の都合により設備の改修を行う時。 

（３）乙が緊急処置を実施した時。 

（４）その他、精密検査又は薬剤等の放出など特別の検査を実施した時。 

 

７）緊急処置 

甲および対象物件の防火管理者は管理する設備を正常な状態に管理するとともに、万一火災その

他の事由により消防用設備等の作動、異常等事故を発見した場合は、直ちに乙に通知し、乙は保守

業務担当者等を当該消防用設備等の設置場所まで遅滞なく派遣し処置を講ずるものとする。 

なお、遅滞なくとは１時間以内とする。また、甲および対象物件の防火管理者は点検対象物を増

築、改造、改築等により消防用設備等に変更が生じる場合は、事前に乙に報告するものとする。 

 

４．委託料の支払 

   委託料は「３．業務の内容 １）点検対象施設および点検対象設備等」にある全ての対象物件の

消防用設備点検等の終了後に支払うものとし、支払回数は年２回以内とする。 

 

 

 

 



５．その他 

 １）留意事項 

   業務の実施に際して、機械警備が導入されている対象物件については、点検前後に機械警備会社

と連絡を取るとともに、機械警備会社側に正しく信号が送られていることを確認する。 

 

 ２）再委託の禁止 

乙は、業務の全部を一括して、又は委託者が本仕様書において指定した主たる部分を第三者に委

任し、又は請負わせてはならない。 

 

３）質疑等 

本仕様書に疑義が生じたときは、甲、乙両者協議のうえ定めるものとする。また、本仕様書に定

めのない事項について必要がある場合には、甲、乙両者協議のうえ定めるものとする。 



消防設備等点検業務仕様書　別紙　消防設備点検　対象物件一覧表

平面図…施設内の部屋の配置等、床面積等が分かるもの

設備配備図…消防用設備の配置等が確認できるもの

平面図 設備配備図

施設

番号
備考

設備配置図等照会状況
所在地 名称 所管課 連絡先

1 伊賀市寺田1894-2 リバティなかせ兼教育センター 寺田教育集会所 23-8728 ○ ○ 見学可（事前調整　要）

2 伊賀市寺田225 寺田市民館および寺田教育集会所 寺田市民館 23-8728 ○ × 見学可（事前調整　要）

3 伊賀市丸之内29 成瀬平馬家長屋門 中心市街地推進課 22-9825 ○ × 見学可（事前調整　要）

4 伊賀市上野丸之内117-13 芭蕉翁記念館 文化交流課 22-9621 ○ × 見学可（事前調整　要）

5 伊賀市上野丸之内40-5 上野図書館 上野図書館 21-6868 ○ ○

6 伊賀市八幡町3183-1 しろなみ児童館 八幡町市民館 23-3157 × ○

7 伊賀市八幡町3192-1 八幡町市民館 八幡町市民館 23-3157 × ○

8 伊賀市久米町514-3 久米町市民館 八幡町市民館 23-3157 × ○

9 伊賀市木興町15-84 木興町市民館 八幡町市民館 23-3157 × ○

10 伊賀市緑ヶ丘東町920 消防本部・伊賀消防署 消防総務課 24-9100 ○ ○ 見学可（事前調整　要）（担当：沢）

11 伊賀市治田3547-21 伊賀消防署西分署 消防総務課 24-9100 ○ ○ 見学可（事前調整　要）（担当：沢）

12 伊賀市島ヶ原4696-9 島ヶ原地区市民センター 島ヶ原支所振興課 59-2053 ○ △

13 伊賀市島ヶ原町4913 島ヶ原支所 島ヶ原支所振興課 59-2053 ○ ○

14 伊賀市治田5244-4 治田ふれあいプラザ 環境政策課 20-9105 ○ × 見学可（事前調整　要）

15 伊賀市長田4617 伊賀市浄化センター　し尿処理施設（第二処理場） 浄化センター 23-1179 ○ ○

16 伊賀市治田3547-3 さくらリサイクルセンター管理棟 さくらリサイクルセンター 20-9272 ○ ○

17 伊賀市治田3547-3 さくらリサイクルセンター工場棟 さくらリサイクルセンター 20-9272 ○ ○

18 伊賀市治田3547-3 さくらリサイクルセンター資源棟 さくらリサイクルセンター 20-9272 ○ ○

19 伊賀市西明寺3216－1 伊賀市斎苑 市民生活課 22-9638 × ○



消防用設備等点検業務仕様書　別紙　消防用設備点検　対象物件一覧表

延べ面積（㎡） 自火報
非常

警報

消火栓

（屋内）

消火栓

（屋外）

避難

器具

誘導灯

・標識

消火

器具

火災通報

設　備

防排煙

設備
非常電源

防火

設備

点検

備考

消防点検（消防用設備等の種類）

用途

（消防法施行令別表第一）
名称

構造・規模

施設

番号

1 リバティなかせ兼教育センター （1）項ロ 地上1階 264.00 ○ ○ ○

2 寺田市民館および寺田教育集会所 （1）項ロ 地上1階 658.00 ○ ○ ○

3 成瀬平馬家長屋門 地上1階 ○ ○

4 芭蕉翁記念館 （8）項 地上1階 426.00 ○ ○

5 上野図書館 （8）項 地上3階 1684.65 ○ ○ ○ ○

6 しろなみ児童館 （6）項ハ 地上1階 972.41 ○ ○

7 八幡町市民館 （1）項ロ 地上2階 972.41 ○ ○ ○ ○ ○

8 久米町市民館 （1）項ロ 地上1階 132.00 ○ ○ ○

9 木興町市民館 （1）項ロ 地上1階 198.00 ○ ○ ○

10 消防本部・伊賀消防署 （15）項 地上3階 4359.16 ○ ○ ○ ○ ○
自家発電

蓄電池

11 伊賀消防署西分署 （15）項 地上2階 905.66 ○ ○

12 島ヶ原地区市民センター （16）項イ 地上3階 688.05 ○ ○ ○

13 島ヶ原支所 （15）項 地上2階 ○ ○ ○

14 治田ふれあいプラザ （1）項ロ 地上1階 361.50 ○ ○ ○ 対象

15 伊賀市浄化センター　し尿処理施設（第二処理場） 地上2階、地下1階 2040.36 ○ ○ ○

16 さくらリサイクルセンター管理棟 （15）項 地上2階 ○ ○ ○

17 さくらリサイクルセンター工場棟 （12）項イ 地上3階、地下1階 6311.07 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 移動式粉末消火設備あり

18 さくらリサイクルセンター資源棟 （12）項イ 地上3階 6323.78 ○ ○ ○ ○

19 伊賀市斎苑 火葬場 耐火造、地上2階 998.95 ○ ○
自家発電

蓄電池



消防用設備等点検業務仕様書　別紙　消防用設備点検　対象物件設置消防用設備一覧表

設置階・場所 製造者 製造者 防火戸 シャッター ダンパー 外形 作動確認表示装置 周囲の状況

製造者名 場所 器具単体・数量 型式等 型式等 垂れ幕 非常錠 その他 設置場所 回路導通 外形

施設

番号

連動制御器

非常用放送設備

および非常警報設備

屋内・屋外

消火栓設備

誘導灯・

誘導標式

蓄電池設備 受電設備 連動制御盤

蓄電池 型式等

イオン化式 光電式
イ

オ

ン

化

ア

ナ

ロ

グ

式

光

電

ア

ナ

ロ

グ

式

設置場所・屋内運動場

（その他備考欄参照）

形式等

付属装置

差動式 定温式

発

信

機

警

戒

区

域

の

表

示

装

置

誘導灯 左記、内訳

誘導

標識
型式等 ポンプ型式等 消火栓

設置数

設置

場所
種別

Ａ級

大型

Ｂ級

中型電動機型式等 変流器 型式等・外観、検知器 個数 発電機 型式等 充電装置 型式等

避難器具

・設備

消火器設置数

火災警報器

非常電源 防排煙制御

自

動

起

動

音

響

装

置

自動火災報知機設備

空

気

管

式

熱

ア

ナ

ロ

グ

式

ス

ポ

ッ

ト

型

煙式

操作部・複合装置

増幅器

ス

ピ

ー

カ

ー

手動開閉

非

蓄

積

蓄

積

非

蓄

積

蓄

積

非

蓄

積

蓄

積

本数 区分

Ｃ級

従来他

点滅

点滅音声
その他 種類

受信機 型式等・外観・設置場所 原動機 型式等

熱

電

対

式

熱

半

導

体

式

外形 場所

分布型
ス

ポ

ッ

ト

型

ス

ポ

ッ

ト

型

感

知

型

スポット型 分離型

自家発電設備

施設名称
音

量

調

節

器

増

幅

器

等

回

路

選

択

光電式

光

電

ア

ナ

ロ

グ

式

受信機 感知器

地

区

音

響

装

置

避難口 1

松下電工(株) ― 通路 1

P型2級 壁掛型 事務室

P型2級

火災受信所板 壁掛型 事務室

1

P型1級 2階事務室 1階ロビー

P型2級 壁掛型 事務所

避難口 6 1 光商工(株) LD-25 漏受第60-2-1 1級 事務室

P型2級 壁掛型 事務所 TOA(株) ― 通路 3 1 光商工(株) BM41A 漏変第3-4 貫通式

能美防災(株) 玄関ホール

能美防災(株) 玄関ホール

(株)川本製作所 KTK656C7.5 避難口 3 17 救助袋 1台 27 粉末 ヤンマーエネルギーシステム 6D111T2-GL (株)GSﾕｱｻ REH-12 2個

P型1級 壁掛型 3階指令センター (株)川本製作所 MLC8133Z 通路 9 避難はしご 2台 2 二酸化炭素 澤藤電機(株) 5AJMO737 K92-122S04-05

ニッタン(株) 各階廊下

避難口 3

P型1級 1階玄関 通路 2

避難口 7

P型1級 壁掛型 1階宿直室 通路 1 1

P型2級 事務室

P型1級 壁掛型 2階事務室

避難口 5

P型1級 壁掛型 1階事務室 通路 2

(株)ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ MKF803-615 4 屋外 避難口 21 2階休憩室ベランダ

P型1級 壁掛型 2階中央監視室 三菱電機(株) SB-JR 4 屋内 通路 17 避難はしご 1台

移動粉末消火設備 YDA-75CE C-443号

(株)川本製作所 KTK506C5.5 避難口 3 9

P型1級 壁掛型 3階中央制御室 (株)川本製作所 MLC817Z 通路 3

ヤンマーディーゼル(株) 4T112L-GM GSﾕｱｻ(株) HS-150E 6個

P型2級 壁掛型 管理人室 松下通信工業(株) 管理人室 (株)東京電機 HS-ZK (株)東京電機 DCC-04T 90415

13

14

15

16

18

19

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15成瀬平馬家長屋門 ― 2

リバティなかせ兼教育センター

粉末

芭蕉翁記念館
ニッタン(株) 受第8-29号 2PHO 1997年製

警備移報

1 1 ―

2 2 2/5L

51 3上野図書館
松下電工(株) 受第54-28号 BZ9 10L 1984年製

警備移報

6 10型粉末166 2

―

しろなみ児童館
能美防災(株) 受第10-29号 2006年製

―

45 3 7/10L6

2 2 3/5L
FS-1010FU、F8-1109PU

2 2 4/5L

11 10型粉末 煙1

八幡町市民館
能美防災(株) FAP232N 受第10-29号 2003年製

警備移報

5 10型粉末621 15

○

久米町市民館

11 7 10型粉末 漏電

L型

(3W

)

○433 8

― ―

木興町市民館

1 2 10型粉末通路 1
EYA055-LMB 鑑認非13-51

―

1 2 10型粉末― 避難口―

3

8

1
EYA055-LMB 鑑認非13-51

―

29 21

伊賀消防署西分署

9 9 18/20115消防本部・伊賀消防署
ホーチキ(株) 受第19-20号 蓄積式 2015年製 EV・電気錠

QP・誘導灯

副受信機

1 28 2

― ― ―
EDU 鑑認非13-42号 2005年製

6 10型粉末

15 2

6

島ヶ原地区市民センター
ホーチキ(株) 受第4-9号 1992年製

―

島ヶ原支所
ホーチキ(株) 受第9-117号 2002年製

― 35 3

5 6 10型粉末312 4/5L3

9 10 10型粉末6/10L

治田ふれあいプラザ
能美防災(株) 受第10-29号 2008年製

信号装置 15 8 1 1

3

5/10L

32/5L

3

9 屋内

伊賀市浄化センター 第2処理場
能美防災(株) 受第3-12号 FAP121 1994年製

―

2 3 2 3 粉末避難口3

10型粉末4 4 2 20避難口5 5 6/107

さくらリサイクルセンター管理棟
ニッタン(株) 受第9-102号 2002年製 EV停止

誘導灯信号

工場棟・警備移報

21

さくらリサイクルセンター工場棟

ニッタン(株) 受第9-102号 2002年製 炎感知器異常

管理棟・ﾘｻｲｸﾙ火災

警備移報

37 10 50

7 6 10型粉末2 2

38 42 10型粉末20
24/25L

炎感知器 1
20

さくらリサイクルセンター資源棟
ニッタン(株) 受第12-7号 2010年製 工場棟・管理棟移報

誘導灯信号

ファン火災代表

屋内6

伊賀市斎苑
ニッタン(株) 受第60-33号 2PDO 1989年製

警備保障

6 屋内 159 7 32/40L100

WK-700A、WU-P36 60W
15 10 2/53 3 4/5L940 17

15 10型粉末

26 6

10 7

2 2 10型粉末― ― ―
MH-010

14寺田市民館および寺田教育集会所
ホーチキ(株) 受第9-119号 RPP-EBW05 RPP-E24C 2000年製

― 45 3 1 6 10型粉末避難口 13 3 5回線5窓



別紙　防火対象物点検対象一覧表

対象施設

所在地

用途 令別表第一 （1）項ロ 集会場

構造 S造 地上1階

規模 床面積（㎡） 361.50 延べ面積（㎡） 361.50

1 階 会議室、事務室他 361.50 361.50

－ 361.50 361.50

伊賀市治田5244-4

防

火

対

象

物

の

概

要

用途 床面積（㎡）
点検する部分

の床面積（㎡）

合計

治田ふれあいプラザ



別紙　防火対象物点検対象項目一覧表

工事中の火気使用又は取り扱いの監督

防火管理に関し必要な事項

自衛

消防組織

活動要領

要員の教育及び訓練

教育に関し必要な事項

消火訓練及び避難訓練の実施回数

地域

届出

防火管理者

消防計画

自衛消防組織

共同自衛

消防組織

協議会の設置及び運営

統括管理者の選任

業務を行う範囲

運営に関し必要な事項

共同防火管理

協議事項

全体についての消防計画の作成(変更)

統括防火管理者の選任(解任)

権現の範囲

地震防災

対策強化

地域の

所属する

防火対象物

自衛消防の組織

情報等の伝達

避難誘導

施設及び設備の点検及び整備

応急対応

防災訓練

教育及び広報

消防計画

自衛消防の組織

火災予防上の自主検査

消防用設備等の点検及び整備

避難施設の維持管理及びその案内

防火上の構造の維持管理

収容人数の適正化

防火上必要な教育

消火、通報及び避難訓練

消火活動、通報連絡及び避難誘導

防火管理業務の一部委託

消防機関との連絡

消火訓練及び避難

訓練を実施する場合

の消防機関への通報

名称

避難上必要な施設及び防火戸の管理

防火管理者

上野

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

-

○

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

○

-

-

○

治田ふれあい

プラザ

○



地域

名称

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

2第1項

3第2項

法第17条

の適用

法第17条

の適用

法第17条

の適用

無線通信補助設備

令第三十二条の適用

連結送水管

非常コンセント設備

排煙設備

連結散水設備

非常警報器具・設備

避難器具

誘導灯・標識

消防用水

防炎物品の表示

合板

絨毯

カーテン

消防機関へ通報する

火災報知設備

ガス漏れ火災警報

漏電火災警報器

動力消防ポンプ

自動火災報知

水噴霧消火設備等

屋外消火栓

消防用設備等

消火器・簡易消火用具

令第二十九条の四第１項の必要とされる

防火安全性能を有する消防の用に供する設備

屋内消火栓

スプリンクラー

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届け出

上野

治田ふれあい

プラザ

-

○

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

○

○

-

-

-

-

-

-

-

○

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

○



地域

名称

設備の管理

綿花類等

少量危険物

未満

タンク本体

配管

指定可燃物等の

貯蔵及び取扱い

火の使用に

関する制限

少量危険物の

貯蔵及び取扱い

計器等に関する監視

法第十七条第３項の特殊消防設備等

火を使用する

設備の位置・

構造及び管理等

火を使用する設備等

消防用機関の検査

設置の届け出消防用設備等又は

特殊消防用設備

計器等に関する監視

集積単位

火気の使用制限

配管

タンク本体

計器等に関する監視

容器

漏れ・あふれ又は飛散の防止

火気の使用制限

がんぐ用

煙火の制限

喫煙等の制限

火気の使用制限

貯蔵又は取扱数量

容器

漏れ・あふれ又は飛散の防止

可燃性

液体類等

器具の取扱い
火を使用する

器具等

設備の位置

上野

治田ふれあい

プラザ

-

○

○

○

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

○


